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こんにちはみなさん、中村です。お元気でご活躍のことと思います。もうすぐ立春。立春とは春の始まりの事です。

暦の上では春ですが、まだまだ寒い時節ですね。さて、鹿児島・指宿合宿を打ち上げたサッカー日本代表。４カ月後

の南アフリカワールド杯に向けた国際親善試合・ベネズエラ戦（2月2日、大分市19:10）に臨みます。一月のア

ジアカップ最終予選イエメン戦で圧巻のハットトリック＝ＦＷ平山相太が先発出場する可能性が出て来ました。ＦＷ

岡崎との２トップでお互いの良いところを生かしてゴールを量産して欲しいものですね。がんばれ！日本代表！！ 
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 この制度は、エコリフォームまたはエコ住宅の新築でエコポイントが発行されます。 
 平成 21 年度第２次補正予算が国会で成立することが条件ですので、エコポイントの申請期限など 
 一部公表されていない部分もありますが、概要は下記の通りとなります。 
対象となる工事 

１ エコリフォーム 

  平成 22 年 1 月 1 日～12 月 31 日に工事着手したもので平成 21 年度第 2次補正予算成立日以降に 

完成した工事で、①窓の断熱改修（内窓設置（二重サッシ化）、ガラス交換（複層ガラス化）） 

②外壁、天井又は床の断熱材の施工（これらに併せて、バリアフリーリフォームを行う場合、ポイントが加

算されます。）の工事内容のものが対象となります。 

 ２ エコ住宅の新築 

   平成 21年 12月 8日～平成 22年 12月 31日に建築着工したもので平成 21年度第 2次補正予算成立日以降に工

事が完了し、引き渡されたもので、①省エネ法のトップランナー基準（省エネ基準＋α（高効率給湯器等））

相当の住宅 ②省エネ基準（平成 11 年基準）を満たす木造住宅の工事内容のものが 

   対象となります。 

 ポイントの申請方法 

  申請者は原則として住宅所有者で、対象工事完了後、事務局の窓口（都道府県毎に設置予定）に申請 

するか、事務局宛に書類を郵送して行います。 

 エコポイントの交換対象 

  家電エコポイントと同様に、商品券、プリペイドカード、省エネ等に優れた商品や環境寄附などが対照となる予

定です。ただし、発行されるポイント数も大きくなることから、交換対象を多様化する方向で検討されています。

この制度内容や今後の決定事項については下記のホームページか各省担当までお問い合わせ下さい。 

  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/  

 国土交通省住宅局住宅生産課 TEL 03-5253-8111（代）環境省総合環境政策局環境経済課 TEL 03-3581-3351(代)

 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課 TEL 03-3501-1511(代)           （山中、中山、島根） 

 

  

大根はいかが 建設業Ｑ＆Ａ 
寒さが体に身にしみるこの時期は、おでんを食べ、体を温

めるというのもいいものです。このおでんの具として欠かせな

いのが大根ですが、根の部分は 95％が水分で、ビタミンＣと

消化酵素のジアスターゼが豊富に含まれています。また、葉

の部分はカロテン、ビタミンＣ、カルシウム、食物繊維が豊富

な緑黄色野菜です。 大根は上の首の部分のほうが甘く、下

にいくほど辛味が強くなります。甘い首の部分は、おろしやサ

ラダに、中央部分はおでんなどの煮物に、辛味が強い先端部

分は薬味として使うのがおすすめです。 葉から水分がどんど

ん蒸発するので、すぐに切り分け、葉はゆで、根は丸のままの

場合は新聞紙に包み冷暗所で保存し、使いかけのものはラッ

プで包み冷蔵庫に立てて保存します。          （島根） 

 

Ｑ、「建築一式工事」の許可を取得したのですが、これ

があれば、「内装改修工事」もできますよね? 

 

Ａ、建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のも

とに建築物を建設する工事」で、建築確認を必要と

する新築及び増改築工事が該当します。 

    上記以外の内容のものは各専門工事に該当し、

「内装改修工事」は「内装仕上工事業」に該当する

ため、「内装仕上工事業」の許可を持っていない場

合、500 万円以上（消費税込）の工事を請負うこと

はできません。            （島根） 
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